
〇

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）
（
第
二
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
組
合
員
の
資
格
）

（
新
設
）

第
一
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
項

に
規
定
す
る
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、

組
合
の
地
区
内
に
お
い
て
商
業
、
工
業
、
鉱
業
、
運
送
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
そ
の

他
の
事
業
を
行
う
事
業
者
の
役
員
と
す
る
。

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

第
一
条
の
二

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
が
行

第
一
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
八
第

う
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
信
用
協
同
組
合
が
行
う
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引

げ
る
も
の
と
す
る
。

受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

信
用
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協

２

信
用
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協

同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に

同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
九
条
の
九

よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
債
務
の

引
受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

保
証
又
は
手
形
の
引
受
け
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
総
株
主
等
の
議
決
権
（
協
同
組
合
に
よ
る

四

当
該
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の

金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条

二
分
の
一
以
上
の
数
又
は
額
の
株
式
又
は
持
分
を
所
有
す
る
会
社
の
た
め
に



第
一
項
に
規
定
す
る
総
株
主
等
の
議
決
権
を
い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超

す
る
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引
受
け

え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
の
た
め
に
す
る
債
務
の
保
証
又
は
手
形
の
引

受
け

五

（
略
）

五

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

（
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
会
員
以
外
の
者
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
等
）

第
一
条
の
三

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
四
十

（
新
設
）

三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
そ
の

他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵

省
令
第
十
号
）
別
紙
様
式
第
十
号
中
の
貸
借
対
照
表
（
次
号
に
お
い
て
「
貸

借
対
照
表
」
と
い
う
。
）
の
預
金
勘
定
に
計
上
さ
れ
る
も
の

二

貸
借
対
照
表
の
借
用
金
勘
定
に
組
合
短
期
資
金
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の

（
信
用
協
同
組
合
の
債
券
の
募
集
又
は
管
理
の
受
託
事
業
等
）

（
信
用
協
同
組
合
の
債
券
の
募
集
又
は
管
理
の
受
託
事
業
等
）

第
二
条

法
第
九
条
の
八
第
九
項
及
び
令
第
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣

第
二
条

法
第
九
条
の
八
第
九
項
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
令
（
昭
和

府
令
で
定
め
る
者
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
府
が
債
券
に
係
る
債
務
に

三
十
三
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
と
す
る
。

定
め
る
者
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
府
が
債
券
に
係
る
債
務
に
つ
い
て

保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
と
す
る
。

（
定
款
の
変
更
の
認
可
を
要
し
な
い
事
項
）

第
二
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

（
新
設
）



、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
と
す
る
。

一

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
可
を
受
け
て
行
う
次
に
掲
げ
る
事
業

イ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
為
替
取
引
（
法
第
九

条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
号
に
掲
げ
る
事
業
を
含
む
。
）

ロ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
国
債
等
の
募
集
の
取

扱
い
（
法
第
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
号
に
掲
げ
る
事
業

を
含
む
。
）

ハ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
九
号
又
は
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
業

（
法
第
九
条
の
九
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第

二
項
第
十
九
号
又
は
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
業
を
含
む
。
）

ニ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
法
第
九
条
の
八
第
七
項
及
び
法
第
九
条
の
九
第
五
項
第
二
号
に
規

定
す
る
証
券
取
引
法
第
六
十
五
条
第
二
項
各
号
（
金
融
機
関
の
証
券
業
務

の
特
例
）
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
取
引
に
つ
い
て
、
同
項
各
号
に
定
め

る
行
為
を
行
う
事
業

ホ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に

掲
げ
る
法
第
九
条
の
八
第
八
項
及
び
法
第
九
条
の
九
第
五
項
第
三
号
に
規

定
す
る
信
託
業
務
に
係
る
事
業

ヘ

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に



掲
げ
る
法
第
九
条
の
八
第
九
項
に
規
定
す
る
地
方
債
若
し
く
は
社
債
そ
の

他
の
債
券
の
募
集
若
し
く
は
管
理
の
受
託
又
は
担
保
附
社
債
信
託
法
（
明

治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
り
行
う
担
保
付
社
債
に
関
す
る
信

託
事
業
（
法
第
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
業
を
含
む
。
）

ト

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
七
号
に

掲
げ
る
法
第
九
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
九
条
の
八
第
二

項
第
四
号
に
規
定
す
る
会
員
以
外
の
者
（
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
営

利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
を
除
く
。
）
の
預
金
若
し
く
は
定
期
積
金
の
受

入
れ
又
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
会
員
以
外
の
者
に
対
す
る
資
金
の
貸

付
け
（
手
形
の
割
引
を
含
む
。
）

二

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
第
三
項
又
は
同

法
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
認
可
対
象
会
社
（
同

法
第
四
条
の
二
第
三
項
又
は
同
法
第
四
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
対

象
会
社
を
い
う
。
）
を
子
会
社
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社

を
い
う
。
）
と
し
よ
う
と
す
る
と
き

三

金
融
先
物
取
引
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
金
融

先
物
取
引
業

四

従
た
る
事
務
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
（
主
た
る
事
務
所
の
位
置
の
変
更

を
含
む
。
）
、
種
類
の
変
更
（
従
た
る
事
務
所
で
あ
っ
て
主
た
る
事
務
所
又

は
他
の
従
た
る
事
務
所
の
名
義
を
も
っ
て
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
張
所
」
と
い
う
。
）
か
ら
出
張
所
以
外
の
従
た
る

事
務
所
へ
及
び
出
張
所
以
外
の
従
た
る
事
務
所
か
ら
出
張
所
へ
の
変
更
を
い



う
。
）
、
廃
止
又
は
名
称
の
変
更

五

法
令
の
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
理
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
事
項


